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日付：平成28年 月 日 

新旧対照表 （案） 

○富良野市立特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表 

 

新 旧 

富良野市立特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等

に関する条例 

富良野市立特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等

に関する条例 

平成27年３月20日条例第２号 平成27年３月20日条例第２号 

 改正 平成 年 月 日条例第 号    改正 平成 年 月 日条例第 号   

  

第１条～第10条 （略） 第１条～第10条 （略） 

  

   附 則 附 則 

 この条例は、平成27年４月１日から施行する。  この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

   附 則（平成Ｘ年Ｘ月Ｘ日条例第Ｘ号）     

 この条例は、公布の日から施行し、平成28年４月１日から適用する。   

  附 則（平成Ｘ年Ｘ月Ｘ日条例第Ｘ号）    

この条例は、平成29年４月１日から施行する。   
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新 旧 

  

    
備考 （略） 

 

備考 （略） 

 


